
特定工場に適用する規制基準 （鯖江市公害防止条例施行規則 別表第 2）

(1) ばいじんに係る規制基準

(1) ばいじんの量は、日本工業規格（以下「規格」という。）Ｚ８８０８に定める方法に

より測定される量として表示されたものとし、当該ばいじん量には燃料の点火、灰の除

去のための火層整理またはすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん（１時間

に６分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとする。

(2) ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、１工程の平均の量とする。

特定工場の種類 規 模 排 出 基 準

重油その他の液体燃

焼またはガスを専焼

するボイラーを使用

するもの ０．３ｇ/Nm3

石炭を専焼するボイ

ラーを使用するもの
０．８ｇ/Nm3

ボイラー

を使用す

るもの

上記以外のボイラー

を使用するもの

大気汚染防止法の適用を受

ける規模のものを除く。

０．４ｇ/Nm3

焼成炉および溶融炉を使用して窯

業製品の製造または加工を行うも

の

焼成炉および溶融炉の火格

子面積が０．５平方メートル

以上１．０平方メートル未満

であるか、バーナーの燃焼能

力が重油換算１時間当たり

２５リットル以上５０リッ

トル未満であるか、または変

圧器の定格容量が１００キ

ロボルトアンペア以上２０

０キロボルトアンペア未満

であること。

０．４ｇ/Nm3

廃棄物焼却炉を使用するもの

廃棄物焼却炉の火格子面積

が１平方メートル以上２平

方メートル未満であるか、ま

たは焼却能力が１時間当た

り１００キログラム以上２

００キログラム未満である

こと。

０．７ｇ/Nm3
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(2) 排水に係る規制基準

項目 許 容 限 度 測 定 方 法

新設 5.8 以上 8.6 以下
水素イオン濃度

既設 5.8 以上 8.6 以下
規格Ｋ0102 の 12.1 に定める方法

新設 １００生物化学的酸素要

求量(単位 ㎎/ｌ) 既設 １２０
規格Ｋ0102 の 21 に定める方法

新設 ７０
浮遊物質量

(単位 ㎎/ｌ) 既設 １００

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号(水質汚

濁に係る環境基準について)付表8に掲げる

方法

新設
５（鉱油）

３０（動植物油）
ノルマルヘキサン

抽出物質含有量

(単位 ㎎/ｌ) 既設
５（鉱油）

３０（動植物油）

昭和 49 年 9 月環境庁告示（排水基準を定め

る省令の規定に基づく環境大臣が定める排

水基準に係る検定方法）（以下「告示」とい

う。）付表 8 に掲げる方法

新設 ５フェノール類含有

量(単位 ㎎/ｌ) 既設 ５
規格Ｋ0102 の 28.1 定める方法

新設 ３銅含有量

(単位 ㎎/ｌ) 既設 ３

規格Ｋ0102 の 52.2、52.3、52.4 または 52.5

に定める方法

新設 ２亜鉛含有量

(単位 ㎎/ｌ) 既設 ２
規格Ｋ0102 の 53 に定める方法

新設 １０溶解性鉄含有量

(単位 ㎎/ｌ) 既設 １０

規格Ｋ0102 の 57.2、57.3、57.4 に定める方

法

新設 １０溶解性マンガン含

有量(単位 ㎎/ｌ) 既設 １０

規格Ｋ0102 の 56.2、56.3、56.4 または 56.5

に定める方法

新設 ２クロム含有量

(単位 ㎎/ｌ) 既設 ２
規格Ｋ0102 の 65.1 に定める方法

新設 ３,０００大腸菌群数

(単位 個/cm３) 既設 ３,０００

下水の水質の検定方法に関する省令(昭和

37 年厚生省・建設省令第１号)に定める方法

新設 ５ニッケル含有量

(単位 ㎎/ｌ) 既設 １０
規格Ｋ0102 の 59.2 に定める方法

色または臭気 放流先で支障をきたすような色または臭気を帯びてはならない。

備考

①「新設」とは、昭和５０年１２月２５日以後新たに設置された特定工場をいう。

② この規制基準は、1 日当たりの平均的な排水量が３０立方メートル以上の特定工場に適用する。た

だし、1 日当たりの平均的な排水量が５０立方メートル以上の特定工場のうち、水質汚濁防止法(昭

和４５年法律第１３８号)の規定の適用を受ける特定工場にあっては、この規制基準（ニッケル、色

および臭気を除く。）は適用しない。

③ この規制基準のうちニッケルについては、電気メッキ施設を有する特定工場について適用する。

④ この規制基準の許容限度は、１日の平均的な汚染状態の日間平均値とする。

⑤ 特定工場が２以上の排水口を有するときは、それぞれの排水口ごとにこの規制基準を適用する。
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(3) 騒音に係る規制基準

時間の区分

区域の区分
朝 昼 間 夕 夜 間

第１種区域 ４５ｄＢ ５０ｄＢ ４０ｄＢ ４０ｄＢ

第２種区域 ５０ｄＢ ６０ｄＢ ５０ｄＢ ４５ｄＢ

第３種区域 ６０ｄＢ ６５ｄＢ ６０ｄＢ ５５ｄＢ

第４種区域 ６５ｄＢ ７０ｄＢ ６５ｄＢ ６０ｄＢ

その他の区域 ５５ｄＢ ６０ｄＢ ５５ｄＢ ５５ｄＢ

備考

① この規制基準は、定格出力の合計が、３．７５ｋＷ以上の原動機を使用する特定工場

について適用する。

② 「朝」とは午前６時から午前８時までを、「昼間」とは午前８時から午後７時までを、

「夕」とは午後７時から午後１０時までを、「夜間」とは午後１０時から翌日の午前６時

までをいう。

③ 「デシベル」とは、計量法（平成４年法律第５１号）別表第２に定める音圧レベルの計

量単位をいう。

④ 騒音の測定は、計量法第 71 条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。

この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は速い動特性（ＦＡＳＴ）を

用いることとし、測定点は騒音を発生する特定工場の敷地の境界線上とする。

⑤ 騒音の測定方法は、当分の間、規格Ｚ8731 に定める騒音レベル測定方法によるものと

し、騒音の大きさの決定は、次に定めるところによるものとする。

ア 騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。

イ 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一

定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

ウ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の９０パーセンントレ

ンジの上端の数値とする。

エ 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない

場合は、その変動ごとの指示値の最大値９０パーセントレンジの上端の数値とする。

⑥ 「第１種区域」、「第２種区域」、「第３種区域」、「第４種区域」および「その他の区域」

とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。

ア 第１種区域 都市計画法に掲げる第１種低層住居専用地域または第２種低層住居専

用地域として定められた区域

イ 第２種区域 都市計画法に掲げる第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専

用地域、第１種住居地域、第２種住居地域または準住居地域として定

められた区域

ウ 第３種区域 都市計画法に掲げる近隣商業地域、商業地域または準工業地域として

定められた区域

エ 第４種区域 都市計画法に掲げる工業地域として定められた区域

オ その他の区域 前各号に掲げる区域以外で工業専用地域を除く区域

⑦ 第２種区域、第３種区域、第４種区域およびその他の区域の区域内に所在する学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第１条の学校、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４
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号）第７条の保育所、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院も

しくは同条第２項の診療所のうち患者を収容させるための施設を有するもの、図書館法

（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項の図書館または老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）第５条の３の特別養護老人ホームの敷地の周囲５０メートル以内の区域

に敷地の一部または全部を有する特定工場においては、当該５０メートル以内の区域内

の特定工場の敷地境界線における騒音の規制基準は、この表に掲げる規制基準から５デ

シベルを減じるものとする。

⑧ この表に掲げる規制基準は、騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）および福井県公

害防止条例の規定の適用を受ける特定工場については、適用しない。

(4) 悪臭に係る規制基準

項 目 許 容 値

悪 臭
特定工場の敷地境界線上において臭気強度法による臭気強度０

から３までとする。

備考 ① この表に定める臭気強度法とは、附表に定めるものとする。

② この規制基準は、別表第１第３項第８号および第９号に掲げる特定工場につい

て適用する。ただし、福井県公害防止条例の規定の適用を受ける特定工場につい

ては、適用しない。

附表

臭気強度 臭 気 の 程 度

０ 無臭

１ やっと感知できる臭い

２ 何の臭いであるかわかる弱い臭い

３ らくに感知できる臭い

４ 強い臭い

５ 強烈な臭い

(5) 燃料基準

区 分 燃料消費量（単位 ｋｌ／日） いおう含有率（単位 ％）

０．５以上 ２未満 １．５以下
特定工場

２．０以上 １．３以下

備考

① この表に掲げる燃料中のいおう含有率は、規格Ｋ２５４１に定める方法により測定

するものとする。

② 排煙脱硫装置を設置している施設については、その脱硫効率を考慮するものとする。

③ 燃料基準に適合する燃料を取得することが困難な場合で、特に市長が認めるときは

これによらないことができる。


